	狭山事件の再審を求める市民集会　開催要綱
新政権のもとで冤罪をなくすための司法改革を実現しよう！


　
□狭山事件第３次再審請求ではじめての三者協議開催
狭山事件で石川一雄さん（７０歳）が無実を叫びつづけて４６年が過ぎました。

　１９６３年５月２３日、当時２４歳だった石川一雄さんは突然警察に逮捕され、警察の代用監獄（留置場）での１ヵ月にわたる取調べを受けて、ウソの自白を強要されました。冤罪（えんざい）を叫びつづける石川さんと狭山弁護団は、２００６年５月２３日、東京高裁に第３次再審請求を申し立てました。第３次再審請求から４年目に入ったことし９月、審理を担当する東京高裁の門野裁判長のもとで、三者協議（裁判所、弁護人、検察官による協議）がおこなわれることになりました。これを機に、東京高検に眠る証拠の開示と鑑定人尋問などの事実調べの実現にむけて、狭山弁護団の活動を一層支援し、狭山事件の再審開始を求める市民の声を大きくしていきたいと思います。
□足利事件・菅家さんの無実判明！～あいつぐ誤判・冤罪（えんざい）を教訓に
さる６月、足利事件で無実を叫びつづけていた菅家利和さんの無実がＤＮＡ再鑑定で判明し、菅家さんは１７年半ぶりに釈放されるという衝撃的なできごとがありました。また誤判（裁判所が間違った有罪判決をおこなっていたこと）が明らかになったのです。足利事件では、ＤＮＡ鑑定をやり直したことで、菅家さんの無実が判明しました。アメリカではこの間、ＤＮＡ鑑定で、死刑囚１７人をふくむ２４０人以上の冤罪が発覚し、社会を揺るがせています。日本でもこの間、冤罪事件の無罪判決があいつぎました。鹿児島・志布志事件では選挙違反に問われた１２人の被告全員が無罪になりました。富山県の氷見事件では、真犯人が判明し、有罪判決を受けて２年あまりも服役させられた柳原さんが無実だったことがわかり、再審で無罪になりました。こうしたウソの自白の強要やズサンな証拠による誤った裁判は狭山事件とまったく同じです。選挙違反のでっちあげや痴漢冤罪など、冤罪は市民の身近にある重大な人権問題です。昨年１０月には、国連の人権規約委員会が、日本政府にたいして、取り調べの録画・録音や弁護側への証拠開示の保障、代用監獄の廃止などを勧告しました。裁判員裁判が始まるなかで、足利事件の誤判が発覚し、冤罪をなくすための司法改革が必要だという声が一層高まっています。冤罪当事者や市民の声を受けて、ことし４月２３日には、民主党、社民党が提出した可視化法案（取調べの録画・録音と証拠リストの弁護側への開示を義務づける刑事訴訟法の改正案）が参議院で、野党の賛成多数で可決されました。今回の政権交代を受けて、冤罪をなくすための司法改革の実現にむけて、司法民主化を求める声をさらに大きくしていきましょう。
□いまこそ狭山事件でも証拠開示と事実調べの実現を！

狭山弁護団は、第３次再審請求で、これまで多くの新証拠を提出してきました。狭山事件では、再審請求から３０年以上経過しますが一度も鑑定人の尋問などの事実調べがおこなわれていません。一日も早く事実調べをおこない再審を開始すべきです。布川事件では東京高裁で鑑定人の尋問や証拠開示がおこなわれました。足利事件では、東京高裁がDNA再鑑定を実施し、菅家さんの無実が判明しました。証拠隠しを許し、再鑑定や事実調べを拒んできた裁判所の責任も重大です。再審請求において、証拠開示の保障と証拠の見直し・科学的な再検討・事実調べは不可欠なのです。東京高裁は、狭山事件の第３次再審請求において、証拠開示と事実調べをいまこそおこなうべきです。私たちは、証拠開示と事実調べを求めて、下記の集会を開きます。狭山弁護団から三者協議の報告を受けるとともに、足利事件で無実が明らかとなった菅家さんと弁護団のお話を聞き、志布志、氷見、袴田などさまざまな国賠、冤罪の闘いのアピールを受けて、新政権のもとで、全面可視化・証拠開示の法制化など冤罪をなくすための司法改革を求めます。ぜひ、多くの方の参加をお願いいたします。

　　　　　　　　　　９・１５市民集会プログラム

（１）日　時　　２００９年９月１５日（火）午後１時～３時

（２）会　場　　日比谷野外音楽堂
（３）デ　モ　　日比谷公園～数寄屋橋～東京駅前～常盤橋公園内（解散地）
（４）名　称　　狭山事件の再審を求める市民集会

「新政権のもとで冤罪をなくすための司法改革を！」

（５）主　催　　狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会

　　　　　　　　　　http://www.sayama-case.com/
（６）プログラム　　＜司会＞
①　開会あいさつ　　　
②　各政党あいさつ　　
③　来賓・国会議員紹介

④　「いまこそ証拠開示と事実調べを」　石川一雄（再審請求人）・石川早智子
⑤　弁護団報告「三者協議報告～証拠開示・事実調べの実現にむけて」

　　　　　　中山武敏（狭山弁護団主任弁護人）

　　　　　　その他、狭山弁護団の各弁護士から報告・挨拶
　　　⑥　足利事件の教訓と司法改革の課題　庭山英雄（市民の会代表・弁護士）

⑦　基調提案　　松岡徹（部落解放同盟中央本部書記長）

＜冤罪被害者・当事者からのアピール＞
⑧　富山（氷見）冤罪事件　国賠の闘い　柳原浩さん（国賠訴訟原告）
⑨　志布志選挙違反でっちあげ事件

藤山忠さん（国賠訴訟原告）・川畑幸夫さん（「踏み字」特別公務員暴行凌虐罪原告）・武田佐俊さん（住民の人権を考える会）
⑩　袴田事件　　袴田秀子さん（再審請求人・袴田巌さんの姉）
11 特別報告＜足利事件＞菅家利和さん、佐藤博史・弁護士

（聞き手　鎌田慧・市民の会事務局長、ルポライター
⑫　まとめ　鎌田慧（狭山事件の再審を求める市民の会事務局長・ルポライター）

⑬　集会アピール　　町田　清（部落解放神奈川県共闘会議議長）
⑯　閉会あいさつ・行動提起

⑰　デモ行進出発（１５：００）　　→解散（常盤橋公園内）
（７）集会の成功にむけた確認事項

　　　１　ゼッケンはできるかぎり手作りのものにする。
デモ行進をできるかぎり工夫する。

　　　　　（プラカード、旗、横断幕、音楽、沿道でのビラ配布など）

　　　２　デモ行進は日比谷公園（西幸門）から数寄屋橋を経由し、常盤橋公園内で解散。
　　　３　部落解放同盟を中心に集会運営要員を作る。実行委員会の腕章をつける。

9月15日午前１０時に日比谷野音・舞台裏に集合し、集会運営補助にあたる。

　　　４　いかなる暴力行為、集会妨害行為も認めない。集会およびデモ行進を通してヘルメット着用は認めない。

６　集会の成功にむけ実行委員会の指示に従う。実行委員会の指示に従わない場合は参加を認めないことがある。

　　　７　デモ行進はつぎの順番とする。

　　　　　主催者（実行委員会）－一般参加－宗教団体・市民団体－労働組合－部落解放同盟
	狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会

＜共同代表＞庭山英雄（弁護士・狭山事件の再審を求める市民の会代表）

小泉喜子（Ｉ女性会議事務局長）

＜事務局長＞鎌田慧（狭山事件の再審を求める市民の会事務局長）

＜事務局次長＞布施哲也（狭山事件の再審を求める市民の会事務局次長）

＜世話人＞　組坂繁之（部落解放同盟中央本部委員長）

加藤友康（部落解放中央共闘会議議長）

原　由利子（反差別国際運動（ＩＭＡＤＲ）事務局長）

一戸彰晃（狭山事件を考える青森県住民の会事務局長）

石田貞（狭山事件を考える大里地区住民の会代表）

小山慎彦（長野県・狭山事件を考える住民の会連絡会代表）

三角富士夫（福岡県狭山住民の会ネットワーク会長）

　　　　　　中原大弐（ピースボート共同代表）

＜連絡先＞　東京都渋谷区桜丘町１７-６　協栄ビル内　庭山法律事務所気付

＜問い合わせ事務局＞ TEL&FAX.0424-95-7739（布施）
TEL.03-3586-7007（安田）　FAX.03-3585-8966
＜ホームページ＞　　http://www.sayama-case.com/
＜メールアドレス＞　 muzai@sayama-case.com


